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居宅介護⽀援の留意事項
名古屋市健康福祉局介護保険課

課⻑補佐（居宅指導担当）
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本日お話させていただく内容

・令和６年度介護報酬改定における留意事項

・運営指導において多く⾒られた指摘事項

・ケアプランデータ連携システムについて
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令和６年度介護報酬改定における
留意事項

3



4

業務継続計画未策定減算
○令和7年4月1日からは居宅介護支援においても、
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続

的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹
底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継
続計画が未策定の場合や必要な措置が講じられていない場合に、所定単
位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
※令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延の防止のための指針
の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、
減算は適用されませんでしたが、令和7年4月1日からは業務継続計画
(BCP)が未策定であれば、減算の適用となりますので、ご注意ください。
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重要事項のウェブサイトへの掲載

○令和7年4月1日より事業所は、原則として重要事項を法人のホーム
ページ等又は介護サービス情報公表システムに掲載しなければなりませ
ん。
ただし、以下の場合は努力義務ですが、ウェブサイトへの掲示を行わ

ない場合も、重要事項の掲示は行う必要があります。
（１）年間の居宅介護サービス費等の支給の対象となるサービスの対価
として支払いを受けた金額が100万円以下であるもの
（２）災害、その他都道府県知事に対し報告を行うことができないこと
につき、正当な理由があるもの
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運営指導において多く⾒られた
指摘事項について
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運営基準減算
「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」に

該当した場合、一月目は5割の減算、二月目以降、当
該状態が解消されるまでは10割の減算（＝全額返還）

（１）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか
じめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービ
ス事業者等を紹介するよう求めることができることに
ついて説明を行っていない場合には、契約月から当該
状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
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居宅介護⽀援の業務が適切に⾏われない場合



8

居宅介護⽀援の業務が適切に⾏われない場合
(２) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、
次の場合に減算されるものであること。
①当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用
者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計
画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消され
るに至った月の前月まで減算する。
②当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等
を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下
同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前
月まで減算する。
③当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内
容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用
者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交
付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至っ
た月の前月まで減算する。
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居宅介護⽀援の業務が適切に⾏われない場合

(３) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支
援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないと
きには、当該月から当該状態が解消されるに至った月
の前月まで減算する。
①居宅サービス計画を新規に作成した場合
②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を
受けた場合
③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の
変更の認定を受けた場合
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居宅介護⽀援の業務が適切に⾏われない場合
(４) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握
（以下「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算さ
れるものであること。
① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、
利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月か
ら当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。
ロ （スライド9に記載の要件）のいずれにも該当する場合であって、
２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない
月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。(R6改定)

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録してい
ない状態が１月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その
月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
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退院・退所加算
・退院時カンファレンスの要件を満たさない事例が見受けられます。
【カンファレンスの要件】
診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の
注３の要件を満たすこと。

入院中の病院等の医師又は看護師等

・在宅療養を担う保険医療機関の医師（若しくは看護師等）
・⻭科医師（若しくはその指示を受けた⻭科衛生⼠）
・保険薬局の薬剤師
・訪問看護ステーションの訪問看護師等（准看護師を除く）、
理学療法⼠、作業療法⼠若しくは言語聴覚⼠

・介護支援専門員
・相談支援専門員（障害者総合支援法） いずれか３者以上の参加

計４者
以上
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退院・退所加算

合計回数ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ以外(面談)
による情報提供

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽによる
情報提供単位数区 分

１回１回ー450退院・退所加算（Ⅰ）イ

１回ー1回600退院・退所加算（Ⅰ）ロ

２回以上２回以上ー600退院・退所加算（Ⅱ）イ

２回１回1回以上※750退院・退所加算（Ⅱ）ロ

３回以上２回以上1回以上900退院・退所加算（Ⅲ）

※カンファレンス２回、面談０回でも算定可

加算区分ごとのカンファレンス等の所要回数
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通院介助・院内介助
・通院介助を居宅サービス計画に位置付ける場合は、院内介助
の有無について記録してください。
・院内介助を行う場合は、その必要性についても明記してくだ
さい。
・院内介助のうち、診察時間は算定できません。
・通院介助のうち、単なる待ち時間及び単なる乗車時間は算定
できないため、待ち時間及び乗車時間の介助の必要性について
十分に検討してください。
→詳細はNAGOYAかいごネット記事「訪問介護における
「通院・外出介助」について」をご参照ください。

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/kaijo.html
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⼈員配置基準の管理
・給与管理上は勤務実績が不要な法人役員も含め、人
員基準上必要な人員配置がなされているかを確認でき
るよう、全従業者のタイムカードや出勤簿を整備し、
勤務表(実績)と併せて勤怠管理を確実に行ってくださ
い。
・実績勤務表を作成する際は、必ずタイムカード等の
書類を基礎として正確に作成するように努めてくださ
い。
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管理者の兼務（令和6年度から取扱い変更）

【管理業務に支障があるとみなされる例】
・訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と
兼務する場合（当該訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られて
いる場合を除く。）
・事故発生時や災害発生等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定居
宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆け付けることができない体制となって
いる場合
・介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務

〇指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者
の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援
専門員の職務に従事する場合及び管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する
指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に
従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用

者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支
援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、
その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
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雇用・資格証関係
・当該事業所の従業者である事が分かるよう、全ての
従業者との雇用関係が証明できる書類を事業所に備え
てください。
・資格者証の写しを事業所に備えておいてください。
・管理者は雇用契約期間や資格の有効期間が切れてい
ないかも確認してください。
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秘密保持（従業者）

・雇入れ時に全従業者と秘密保持の誓約書を取り交わ
し、違約金の定めを置く等の措置をとってください。
・「在職中のみならず退職後も同様に、利用者及びそ
の家族の秘密を漏らさない」といった内容を忘れず記
載してください。
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秘密保持（利用者家族）
・業務上、利用者家族の情報を使用する場合は、利用
者本人とは別に家族の同意が必要です。利用者本人の
同意にかかる「代筆者」欄とは別に「家族」欄を設け、
使用目的を明示のうえ、家族の同意（署名）をとって
ください。
・個人情報の使用目的については、想定される使用範
囲を具体的に記載するようにしてください。
（「サービス担当者会議等」のみでは不十分です。）
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質の評価
・事業者は、提供する介護サービスの質の評価を行い、
常にその改善を図らなければなりません。
・年１回程度、利用者、家族等へのアンケートなどの
方法を用いて評価し、改善に努めてください。
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勤務体制の確保（ハラスメント）
○事業者が講ずべき措置
・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ
てはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発を行うこと。
・相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知すること。
○事業者が講じることが望ましい措置
・利用者等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のた
め措置
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為
者に対して１人で対応させない等）
③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等
の状況に応じた取組）を規定
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勤務体制の確保（研修）
・職員に対する必要な研修や、年度途中に採用した職
員（中途採用者）に関して新規採用時の研修が実施で
きていない事例が見受けられます。
・資質向上のために必要となりますので、内部・外部
研修への参加機会を設けてください。
・基準上、実施することとされている研修等について
は、「研修・委員会等基準一覧」をご参照ください。
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研修回数基準
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小規模事業所における委員会及び研修
Q居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名だけということがあり得る。
このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。

A・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規模の大小に関
わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関による
チェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。
・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による合同開催、感染
症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが考えられる。
・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、都道府県や
市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。
・なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したことの内容等が記録で確認
できるようにしておくことに留意すること。
・また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運営に関しては、以下の
資料の参考例（※）を参考にされたい。
（※）東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備-令
和3年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例」令和3年度老人保健健康増進等事業、令和4年3月。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）
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運営の手引き

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/unei_tebiki.html
24

NAGOYAかいごネット
事業者向けページ

事業者指導

手引き等

運営の手引き

http://#
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ケアプランデータ連携システムについて
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ケアプランデータ連携システムとは
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ケアプランデータ連携システムとは
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ケアプランデータ連携システムとは
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ケアプランデータ連携システムとは


